
労働時間法制のৄ卟しについて
（労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正）
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ৄઉ峁峘目的

｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク･ライフ･バランス」と
「多様で柔軟な働き方」を実現します

⇒ শ時間労働をなくし、ফ次卻ஔ休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事
情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き厢ऍをଆいで健康をஹる措置をしたうえで、ঽ的で造的な働き方を
希望する方々のための、新たな制২をつくります。

ৄઉ峁峘内容
（解説ページ）

ষ

2019ফ４月1日
※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020ফ４月1日
※中小企業における月60時間超の残業の、厎匲൛স厾引上げの適用は2023ফ4月1日
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① 残業時間の上限を規制します
残業時間の上限を法で規制することは、70ফ（1947
ফ）に制定された「労働基準法」において、初めての大改革
となります。

（現在）

法上は、残業時間の上限が
ありませんでした（ষ指導のみ）。

１ফ間ٙ12か月

残業時間
月45時間

ফ360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

ফ間６か月まで
大臣告示による上限
（ষ指導）

（改正後）
法で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなく
なります。

月残業45時間
＝１日残業２時間ங২

１ফ間ٙ12か月

ফ間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
ফ360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法による上限(原則)

法による上限(外)
・ফ720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

月
残
業
80
時
間
＝
１
日
残
業
４
時
間
程
度

◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・ফ３６０時間とし、
ಏ時的な厣厌の事情がなければこれを超えることはできません。
（月４５時間は、１日勠たり２時間ங২の残業に相当します。）

◎ಏ時的な厣厌の事情があって労使が合意する場合でも、
・ফ７２０時間以内
・複数月平均８０時間以内（休日労働を含む）
・月１００時間未満（休日労働を含む）
を超えることはできません。
（月８０時間は、１日勠たり４時間ங২の残業に相当します。）
また、原則である月４５時間を超えることができるのは、ফ間６か月
までです。



ঽ動区卞厷の業務
改正法施ষ５ফ後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、ফ９６０時間とし、将来的な一
般則の適用については引き続き検討します。）

建設事業

改正法施ষ５ফ後に、上限規制を適用します。
（ただし、಼县時における୮೮・୮௪の事業については、複数月
平均８０時間以内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。
この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討
します。）

医師
改正法施ষ５ফ後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医化の参加による
検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等に
ついて検討し、結厱を得ることとしています。）

ಧు勹県及びబಐ
県における砂糖製
造業

改正法施ষ５ফ後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等
の研究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置
を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医

師による面接指導を受けさせなければならないこととします。

【適用猶予・除外の事業・業務】

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

（改正後）

時間外労働の上限は、月45時間、かつ、ফ360時間が原則です。厣によ
る場合であっても、できる限りこの匍準に卐づける努ৡが卍められます。こ
のため、新たに労働時間のభশや休日労働を適正なものとするための指ଉを
ௐ生労働大෦が定め、必要なஃ匟・指導をষうこととしています。

その際、当分の間、中小事業主に対しこのஃ匟・指導をষうに当たっては、
中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等を踏まえ
てষうようଦൟすることとしています。

ع中小企業の事情にଦൟしながらஃ匟指導をষいますع

শ時間労働のช正には取引環境の改善も匤要です。
労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内

容のᄄ෬な厭ಌをষわないようଦൟするよう努めることと規定されました。

ع取引環境の改善も重要ですع

３
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１日の勤務厖വ後、โ日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。

残業 休息時間（11時間）

８時
【 ：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合】

17時 23時 ８時 10時21時

残業 休息時間（11時間）

勤務厖വ

② 「勤務間インターバル」制২の導入をയします

「勤務間インターバル」制২とは？

この仕組みを企業のৡ義務とすることで、
働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保します。

始業 終業

始業

始業

勤務厖വ始業 終業
始業時刻を
後ろ倒しに

①労働者が使用者に
取得希望時季を申出

労働者 使用者
②○月×日にফ休が成য়

①使用者が労働者に
取得時季の希望を聴取

②労働者の希望を踏まえ
使用者が取得時季を指定

そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。
� 我が国のফ休取得厾：49.4% ③○月×日にফ休が成য়

③ ফ5日のফ卙卻ஔ休暇の取得を、企業に義務づけます
（現在）

労働者が自ら申し出なければ、
ফ休を取得できませんでした。

（改正後）

使用者が労働者の希望を聴き、
希望を踏まえて時季を指定。
ফ５日は取得していただきます。

 ｢○月×日に休みます」

 ｢○月×日に休んでください」

労働者 使用者

※※※※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。



5

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

④ 月60時間を超える残業は、厎匲൛স厾を引上げます

（現在）

月60時間超の残業厎匲൛স厾
大企業は ５０％
中小企業は ２５％

（改正後）

月60時間超の残業厎匲൛স厾
大企業、中小企業ともに５０％
※中小企業の厎匲൛স厾を引上げ

労働時間の状況を客観的に把握することで、
শ時間働いた労働者に対する、医師による面接指導 ※ を確実に実施します。

※「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者
は医師による面接指導を実施する義務があります。

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づ
けます

（現在）

● 厎匲൛সを適正に匣௸うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定
→ ଇ労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。

【৶厩】
・ଇ労働制の適用者は、みなし時間※に基づき厎匲൛সの算定をするため、通の対象としない。
・管৶叆者は、時間外・休日労働の厎匲൛সの匣௸義務がかからないため、通の対象としない。

（改正後）

健康ଵ৶の観勷から、ଇ労働制が適用される人やଵ৶叆者もஅめ、
すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その適卲な方法で把握される
よう法で義務づけます。

※「みなし(労働)時間」とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間労働
したものとみなすことをいいます。
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⑥ 「フレックスタイム制」を拡充します

清算期間が３か月になると・・
６月に働いた時間分を、
８月の休んだ分に振り替えできます。

★ 子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、
より柔軟な働き方が可能になります。

「６・７・８月の３か月」の中で労
働時間の調整が可能となるため、子
育て中の親が８月の労働時間を短く
することで、夏休み中の子ども
と過ごす時間を確保しやすく
なります。

（現在）

労働時間の清算期間：１か月

（改正後）

労働時間の清算期間：３か月

①３か月の平均で法定労働時間以内にすれば、
厎匲൛সの匣௸いは必要ありません。

②６月に働いた時間分があるので、８月は
働かなくても欠勤扱いとはなりません。

法定労働時間

6月

労働時間

7月 8月

①１か月単位で清算するため、
この分の厎匲൛সを匣௸う
必要がありました。

②所定労働時間※ 働いて
いない場合、欠勤扱い
となっていました。

※通常は法定労働時間以内で設定

岲峚岝岽峽峔嵉嵒崫崰岶岬峴峨峃آ



新たな規制の枠組み ＝ 在社時間等に基づく健康確保措置

制২の創設に勠たढては、শ時間労働を強いられないよう、
以下のような手厚い仕組みを徹底します。

7

（２）現ষの労働時間規制から新たな規制の枠組みへ

現在の労働時間規制とは …

高い卦௱ৡを卻する高২専門職（具体は次頁参照）については、
その働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける

●ফ間104日以上、かつ、４週４日以上の休日確保を義務付け
● 加えて、以下のいずれかの措置を義務付け

※どの措置を講じるかは労使委員会の５分の４の多数で決議
① インターバル規制（終業・始業時刻の間に一定時間を確保）

＋ 深夜業（22５ع時）の回数を制限（1か月当たり）
② 在社時間等の上限の設定（1か月又は3か月当たり）
③ １ফにつき、２週間連続の休暇取得（働く方が希望する場合には１週間連続×２回）
④ ಏ時の健康൧友の実施（在社時間等が一定時間を超えた場合又は本人の申出があった場合）

● 在社時間等が一定時間（1か月当たり）を
超えた労働者に対して、医師による面接
指導を実施（義務・罰則付き）

面接指導の結果に基づき、職務
内容の厭ಌや厣厌な休暇の付与
等の事後措置を講じる

⑦「高২উটフख़ッ३ঙॼル制২」を新設します

自的で創ୗ的な働き方を希望する方々が、
高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、
本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。

২峘
目的

健康の確保

（１）制২導入の匶には、法に定める企業内手続が必要
① 事業場の労使同数の委員会（いわゆる「労使委員会」）で、対象業務、

対象労働者、健康確保措置などを５分の４以上の多数で決議すること
（=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります）

② 書面による本人の同意を得ること（同意の撤回も可能）

要点
１

いわゆる36協定（時間外・休日労働の規制）
時間外・休日及び深夜の厎匲൛স
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（１）対象は高২௧厯のみ
・高২の専門的半等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務

体：স匜商品の開発業務、স匜商品のॹॕーリンॢ業務、
アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など

（２）対象は希望する方のみ
・職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方

（３）対象は高所得者のみ
・ফ収が「労働者の平均ஔ与額の３」を「相当ங২上回る匍準」以上の方

ٙ卦௱ৡのある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定

制২の対象者は、高২な௧的半を匛ち、高いফ収を得ている、
ごく限定的な少数の方々です。

対象者の限定要点
２

【Q】
高度プロフェッショナル制
度で、みんなが残業代ゼロ
になる？

【A】
高度プロフェッショナル制度の対象
は、高収入（年収1075万円以上を
想定）の高度専門職のみです。制度
に入る際に、対象となる方の賃金が
下がらないよう、法に基づく指針に
明記し、労使の委員会でしっかり
チェックします。

【Q】
高度プロフェッショナル制
度は、後から省令改正など、
行政の判断で対象が広が
る？

【A】
対象業務や年収の枠組みを法律に明
確に規定し、限定しています。行政
の判断でこれらが広がることはあり
ません。

高度プロフェッショナル制度に関する高度プロフェッショナル制度に関する高度プロフェッショナル制度に関する高度プロフェッショナル制度に関するQ&A



⑧ 「産業医・産業保健機能」を強化します
（１）産業医の活動環境の整備

産業医の活動と衛生委員会との関係を強化し
ます。

（現在） （改正後）

産業医は、労働者の健
康を確保するために必
要があると認めるとき
は、事業者に対して勧
告することができます。

〇産業医とは？
・産業医とは、労働者の健康管৶等について、専門的なয়場から指導やஃ匟をষう医師のこと

です。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者
の義務となっています。また、 小規模事業場（労働者数50人未満の事業場）においては、
産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管৶を医師等にষわせるように努めなけれ
ばなりません。

〇衛生委員会とは？
・衛生委員会とは、労働者の健康管৶等について、労使が協ৡして効果的な対策を勺めるため

に、事業場に設置する協議の場です。衛生委員会のওンバーは、匫ฐ安全衛生管৶者、産業
医、衛生管৶者、衛生に関する৽ୡを卻する労働者で構成されます。労働者数50人以上の事
業場においては、衛生委員会の設置が事業者の義務となっています。

（２）労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な
取扱いルールの推進

事業者から産業医への情報提供を充実・強化
します。

事業者による労働者の健康情報の適正な取扱
いを推進します。

事業者は、労働者の健
康相談等を継続的かつ
匧厐的にষう必要があ
ります（ৡ義務）。

（現在）
産業医等による労働者の健康相談を強化しま
す。

（改正後）

事業者は、産業医から
勧告を受けた場合は、
その勧告を尊重する義
務があります。

事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の
労使や産業医で構成する衛生委員会に報告すること
としなければならないこととし、衛生委員会での実
効性のある健康確保対策の検討に叓য়てます。

事業者は、শ時間労働者の状況や労働者の業務の状
況など産業医が労働者の健康管৶等を適卲にষうた
めに必要な情報を提供しなければならないこととし
ます。

事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用
及び適正な管৶について、指ଉを定め、労働者が安
心して事業場における健康相談や健康診断を受けら
れるようにします。

事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じ
るための体制整備に努めなければならないこととし
ます。

９
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【問い合わせ先】

■ 労働基準法の改正に関するお問い合わせ
ௐ生労働匚労働基準局労働条件政策課 （ＴＥＬ）０３－３５０２－１５９９

■ 労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
ௐ生労働匚労働基準局安全衛生部労働衛生課（ＴＥＬ）０３－３５０２－６７５５

■ 労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ
ௐ生労働匚労働基準局労働条件政策課 （ＴＥＬ）０３－３５０２－１５９９
ௐ生労働匚雇用環境・均等局職業生活厥য়課（ＴＥＬ）０３－３５９５－３２７４

■ 具体的な労務管৶のু法に関するお問い合わせ
検ดワーॻ؟働き方改勺匣ର७ンター

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
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